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　デジタル化やネット化が進み、ネ
ットを介した商品の取引は B2B、
および B2C はもちろん、C2C の領
域にも急速に広がっている。ネット
取引の拡大とともに、参加プレーヤ
ーが増加し、取り扱い商品が多様化
した結果、商品は国や地域を超えて
販売されるのは当たり前となった。
　商品の取引が国際化する中、商品
を、他と重複しないユニークな番号
で特定する GTIN（国内では JAN コ
ードと呼ばれている）の重要性がさ
らに増している。これに伴い、国際
標 準 の 流 通 シ ス テ ム を 推 進 す る
GS1（ジーエスワン）には、世界
中から「GS1 事業者コードをはじ
め各種の GS1 識別コード（注 1）に関
する情報が必要」という、強い声が
寄せられている。例えば、「この商
品の GTIN は、どの事業者のものか」
また、「GS1 事業者コードを使う権
利がある事業者が正しく使用してい
るのか」、「この GTIN の番号は、何
の（どんな）商品に付けられている
か」などである。
　こうした声を受けて GS1 では、
デジタル化する社会への対応とし
て、GS1 識別コードを設定するため
の根幹であるGS1事業者コードを、
世界的により厳格に管理・運用して
いくこと、および GTIN などの情報
を一元的に管理し、参照できる機能
を提供していくことを目指している。
　具体的には、GS1 が各国で発番
された GS1 事業者コード、GTIN、
ロケーションコード（GLN：ジーエ
ルエヌ）などの GS1 識別コードの
基本情報を網羅した「GS1 Registry 
Platform（GS1 レジストリープラ
ットフォーム）」の構築を進めてい
る。GS1 Registry Platform にアク
セスすることで、自分の手元にある

GTIN や GLN の情報が正しいかを
参照できるというもの。例えば、
GTIN の場合ならオンラインや実店
舗の小売業者、卸売業者などが新た
な取引先の商品を扱う際、ブランド
名、商品名、商品画像などを商品の
特定に必要な情報を参照しながら、
その正しさを確認することが可能と
なっている。

GS1 Japan Data Bank の概要

　当財団も GS1 の一員である GS1 
Japan として、グローバルな動きと
歩調を合わせて GS1 識別コードに
関する基本的な情報を管理し、国内
外の必要な相手先に公開するための
インフラとして、2019 年 10 月か
ら「GS1 Japan Data Bank（ ジ ー
エスワン ジャパン データ バンク、
略称「GJDB」）」のサービスを開始
した。サービス開始時点では、「国
内の中小規模のブランドオーナーに
おける、GTIN の設定や管理の負担
軽減」を主な目的としている。以下
に GJDB の概要を紹介する。
① GTIN の設定・管理が簡単に
　ブランドオーナーが商品に GTIN
を設定して、バーコードを印刷する
までには多くのステップが必要であ
り、特に中小規模の事業者にとって
は煩わしい作業となっている。従
来、事業者は 9 桁（または 7 桁）

の GS1 事業者のコードが貸与され
た後、事業者自身が 3 桁（または 5
桁）の商品アイテムコードを設定
し、データの正しさを確認する「チ
ェックデジット」を計算してから
13 桁の GTIN を決定していた。そ
こからバーコード生成ソフトでバー
コードを作成してラベルプリンター
で印刷、または外部業者に発注して
印刷するのが一般的であった。
　GJDB に基本的な商品情報を登録
するだけで、この煩わしい作業が軽
減され、商品に容易にかつ正しく
GTIN を付番し、バーコードを生成
す る こ と が 可 能 と な っ て い る。
GJDB では、表のような商品情報お
よび画像情報が登録できる。
　商品情報を登録した後も、GJDB
にアクセスすれば、いつでも自社の
GTIN の付番状況や基本の商品情報
が確認できる。
② GS1 Japan に関連する国内外の

データベースにシームレスに連携
　ブランドオーナーが商品を広く販
売するためには、商品情報を正確に
共有し、アピールしていく必要があ
る。しかし、商品情報を共有するた
めには、PR 先の方法に合わせて、
都度、ブランドオーナーが商品情報
を提供しなければならず手間となっ
ている。
　GJDB では、登録した商品情報を

商品情報の新たな取り組み GS1 Japan Data Bank
ー 商品情報のデジタル化、ネット化への対応に向けて ー

表　GJDB に登録できる主な商品情報項目
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「GS1 Registry Platform」および当
財団関連のデータベースの「JICFS/
IFDB」、「多言語商品情報データベ
ース」にシームレスに連携・公開さ
れるので、国内外に自社の商品情報
を PR することができる（図 1）。

GJDB 機能強化

　GJDB で は、2019 年 10 月 の リ
リース後もいくつかの段階に分け
て、商品情報の登録および利用の利
便性を上げるための各種機能を追加
していく。サービス開始時には、商
品情報を Web 画面から 1 件ずつ登
録し、GTIN が自動発行される機能
を提供している。
　2020 年 4 月には、大量の商品情
報の一括登録やインポート・エクス
ポート機能、さらに 6 月には、GJDB
に登録された商品情報を利用（参照）
できる機能を提供する予定である。
　商品情報を利用する際に重要とな
るのが「検索キー」としての分類で

ある。GJDB では「JICFS 分類」と
「GPC（国際商品分類）」（注 2）が登
録（利用）できる。4 月には、商品
情報の登録者がより簡単に分類が登
録できるよう、分類入力補助機能も
実装する予定である。GPC は、セ
グメント（大分類）、ファミリ（中
分類）、クラス（小分類）、ブリック

（細分類）のように階層構造となっ
ている。JICFS の小分類を選択する
と、該当する GPC の候補が表示さ
れ、GPC がより簡単に、正確に分
類が選択できるようになる。

GJDB の今後

　2019 年 10 月のリリース以来、
GJDB の 登 録 企 業 は 1200 社 を 超
え、すでに 1 万 5000 アイテムを超
える登録がある。現在は新規の中小
の事業者の登録が中心だが、今後は
大手の事業者にも拡大していく。商
品情報の登録や利用の利便性を高め
るための機能も、いくつかのステッ

プに分けて順次追加しながら、国内
の商品情報の交換にまつわる課題解
決に貢献することを目指していく。
各段階での機能拡張やそのリリース
情報は、順次、当財団のホームペー
ジにて公開する。
　有効な GS1 事業者コードを貸与
された事業者なら、商品情報の登録
料は無料となっている（バーコード
シンボルの生成は件数により一部有
料になる予定）。興味のある事業者
は、当財団のホームページで確認し
てほしい。
GJDB の詳細はこちら→

https://www.dsri.jp/gjdb/
（注 1）GS1識別コード：GS1 識別コー

ドは、GS1 が定めている国際標準の識別

コード。商品やサービスを識別するため

の JAN コードをはじめ、企業や事業所、

通い容器や資産の識別などさまざまな用

途に応じた識別コードが定められてい

る。GS1 識別コードは、GS1 事業者コ

ードを基に設定する。

（注2）GPC：GPCはGlobal Product  

Classification の略で、GS1 が開発、管理

する商品分類である。GS1 Registry Plat-

formにおいて、商品情報登録（連携）の際、

GPC は必須設定項目となっている。食

品、飲料、タバコ、台所用品、衣類など

40 の大分類の開発が終了し、GS1 のウ

ェ ブ サ イ ト（http://www.gs1.org/gpc）

で公開されている。

（クラウドサービスグループ）

図 1　GS1 Japan Data Bank の概要

図 2　GPC 分類選択画面
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JICFS/IFDB の概要

　JICFS/IFDB（注 1）（ジクフス／ア
イエフデービー）は、GS1 Japan（流
通システム開発センター）が管理、
運営するデータベースサービスで、
JAN コードとこれに付随する商品
情 報 を 一 元 的 に 管 理 し て い る。
1987 年に基幹となるデータベース
システムを開発するとともに、商品
メーカーから商品情報を収集し、民
間企業などのデータ提供会社を通じ
て利用者へ提供する基本的な運用の
枠組みを整え、1988 年からサービ
スを提供している。
　JICFS/IFDB では、小売業におけ
る POS システムや EOS などの導入
運用に必要な商品マスターやインタ
ーネットのショッピングサイトなど
で共通に利用される商品情報を収
集、整備し、誰もが低コストで正確
な商品情報を得られることを目的
に、流通情報システム化の基盤とし
てデータベースの強化を進めるとと
もに普及促進に努めてきた。
　商品情報は、商品メーカーからの
任意の登録を基本として、業界商品
データベース（FDB、プラネット、

JSM-DB、JD-NET）からの連携デ
ータに加え、流通業（卸売業、小売
業）の協力も得ながら収集してい
る。収集した商品情報は登録元によ
って登録内容にバラつきがあるた
め、JICFS/IFDB では独自に規定す
る整備基準に沿って人手により内容
をメンテナンスしている。
（注 1）JICFS/IFDB（JAN コード統合商

品情報データベース）：Jan Item Code 

File Service / Integrated Flexible Data 

Base

JICFS/IFDB と GJDB

　当財団では「国内の中小規模のブ
ランドオーナーにおける GTIN の設
定や管理の負担軽減」を目的として、
2019 年 10 月から新たな商品デー
タベースとして GJDB（注 2）を構築
しサービスを開始した。
　これにより、従来 JICFS/IFDB が
行ってきた商品メーカーからの商品
情報の収集を GJDB に移行してゆ
く。さらに業界商品データベースか
らの商品情報の連携についても、順
次、GJDB に移行するよう予定して
いる。
（注 2）GJDB：GS1 Japan Data Bank

JICFS/IFDB の今後について

　GJDB のサービス開始に伴い、
JICFS/IFDB の機能は商品情報の「提
供」が中心になる。今後も JICFS/
IFDB が提供するデータベースサー
ビスがさまざまな場面において多様
なニーズに応えられるようになるた
めには、従来から継続してきた商品
情報の網羅性向上と精度向上の取り
組みは必須である。
　まず、網羅性向上では、商品情報
の登録が少ないホームセンターで取
り扱われている商品や限られた地域
で販売されている商品などについて
収集体制を整える必要がある。ま
た、精度向上においては、より多く
の商品情報を効率よく品質にバラツ
キがないようメンテナンスするため
に AI やビッグデータなどを活用し
た自動化も必要になる。
　JICFS/IFDB はサービス開始以来、
30 年以上にわたって商品情報を収
集、整備、提供してきた。今後は商
品情報の提供を中心に事業を継続し
ますので、引き続きご理解、ご協力
をいただきますようお願いいたします。

（JICFSグループ　山口）

JICFS/IFDBとGJDBとの連携開始
ー JICFS/IFDB は商品情報の「提供」を中心としたサービスへ ー

JICFS/IFDB の仕組み（GJDB との連携後）
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　「My GS1 Japan」は当財団がイ
ンターネットで提供する各種サービ
スのポータルサイトである。
　2020 年 4 月 か ら「My GS1 Ja-
pan」では、GS1 事業者コードの各
種申請手続きやサービスの利用を開
始する。
　GS1 事業者コードの「新規登録」
と「更新の申請」手続きについて、
インターネットによるサービスを提
供してきたが、「My GS1 Japan」
を利用することにより、これまで書
類による手続きが必要であった登録
内容の変更などがインターネットで
手続き可能となる。これにより申請
手続きの簡略化など GS1 事業者コ
ード登録事業者へのサービス向上を
目指していく。

My GS1 Japan を利用した 
申請手続き手順

Step1：「My GS1 Japan」ログイン
　「GS1 事業者コード登録通知書」
に記載された「ログイン ID」「パス
ワード」を使用し、「My GS1 Ja-
pan」へログインする（図 1）。
　「My GS1 Japan」用の「ログイ
ン ID」「パスワード」は、新規登録
事業者へは 2019 年 10 月から、ま
た 2020 年 4 月からは更新手続きを
行った全ての事業者へ「GS1 事業
者コード登録通知書」にて順次お知
らせする。
　手元にある「GS1 事業者コード
登録通知書」に「ログイン ID」「パ
スワード」が記載されていない場合
は、当財団ホームページのお問い合

わせフォームよりご連絡いただき、
GS1 事業者コード担当から当該登
録事業者へ直接案内する。
Step2：「My GS1 Japan」トップ

メニューから「GS1 事業者コー
ド手続き」を選択

　「My GS1 Japan」トップメニュ
ーから「GS1 事業者コード手続き」
を選択し、「GS1 事業者コード登録
通知書」に記載された「認証キー」
を入力すると申請手続きに進むこと
ができる（図 2）。

利用できる申請手続きと 
サービス内容

　利用できる申請手続きは以下の通
りである。
・登録内容の変更
・9 桁 GS1 事業者コード追加（追

加の申請料がかからない場合のみ）
・更新

・返還
　「My GS1 Japan」では、申請手
続きの他貸与された GS1 事業者コ
ード、住所などの登録内容も確認が
可能である。さらには商品情報の登
録、管理を行うデータベースサービ
ス「GS1 Japan Data Bank」 な ど
のサービスも利用できる。
　GS1 事業者コード登録事業者に
おかれましては、ぜひポータルサイ
ト「My GS1 Japan」からの各種申
請手続き、またはサービスをご利用
いただきたい。
　なお、ネット環境を利用できない
事業者のために 2020 年 4 月以降も
従来の書類による各種申請は引き続
き実施する。

（コード登録管理グループ）

GS1事業者コード登録事業者へのサービス向上を目指して
ー 2020年4月「My GS1 Japan」より各種申請手続きを開始 ー

図２　「My GS1 Japan」トップメニュー

図１　「GS1 事業者コード登録通知書」に記載の「ログイン ID」「パスワード」「認証キー」見本
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　Auto-ID ラボは、GS1 の研究機
関として活動する国際的な研究ネッ
トワークである。現在世界中で計 6
大学にラボがあるが、その中で日本

（慶應義塾大学）・中国（復旦大学）・
韓国（KAIST：韓国科学技術院）の
3 ヵ国のラボは年に 2 回、共同ワー
クショップを各地で開催している。
　2019 年 10 月 は Auto-ID Lab. 
Japan が ホ ス ト と な っ て「Food 
and Drug Traceability Initiatives in 
China/Japan/Korea」と題し、食品
や医薬品のトレーサビリティシステ
ムをテーマとするセミナーを GS1 
Japan にて開催した。各講演の概要
は以下の通りである。

「GS1 Standards and 
Blockchain Technology for 
Traceability in Agriculture 
and Aquaculture Industries」
Auto-ID Lab. Korea, KAIST, 
Daeyoung Kim 教授

　GS1 標準やブロックチェーン技
術を活用した農業や水産業における
トレーサビリティシステムについ
て、韓国での最新の取り組み事例を
交えて講演いただいた。
　Auto-ID Lab.Korea は EU の
IoF(Internet of Food & Farm)2020
プロジェクトに参加し、オランダの
Wageningen 大 学、GS1 ド イ ツ、
EECC（EPC Competence Center 
GmbH）とともに GS1 標準である
EPCIS（EPCInformation Servic-
es）とセンサーデータを活用した豚
のライフサイクルを記録するトレー
サビリティシステムを構築している。
　また水産物のトレーサビリティに
おいては、GDST（Global Dialogue 
of Seafood Traceability）というプ
ラットフォームに参加している。

GDST は、WEF(World Economy 
Forum) の提言を受けて、2015 年に
IFT（Institute of Food Technolo-
gists）と WWF（World Wide Fund）
が共同で立ち上げた水産物トレーサ
ビリティプラットフォームである。
このプラットフォームは GS1 の水
産物トレーサビリティガイドライン
に準拠しており、EPCIS 標準のデ
ータフォーマットが採用されてい
る。すでに 63 以上の企業、団体が
GDST のプロジェクトに参加してお
り、2020 年からは本格的な稼働が
予定されている。

「Proof-of-concept of Supply 
Chain Visibility System 
Based on Distributed EPCIS 
in Convenience Store RFID 
Initiative」
慶應義塾大学Auto-ID Lab. Japan
佐藤　友紀 特任教授

　2018 年度に経済産業省が実施し
た電子タグおよび EPCIS のコンビ
ニエンスストア、ドラッグストアで
の実証実験について、EPCIS のデ
ータ連携方式（コレオグラフィ）を
中心に講演いただいた。
　EPCIS では、次の三つのデータ
連携方式（コレオグラフィ）が考え
られている。

①中央集中型コレオグラフィ
　EPCIS レポジトリが中央に一つ
存在し、全関係者がそれに記録して
いく方式
②分散プッシュ型コレオグラフィ
　レポジトリが複数存在し、照会

（クエリ）がなくても都度可視化デ
ータを隣のレポジトリに渡していく
方式
③分散クエリ型コレオグラフィ
　レポジトリが複数存在し、照会を
受けた際に照会元へ該当する可視化
データを返す方式
　2018 年度には②と③の 2 パター
ンの分散型コレオグラフィを用いた
実証実験が行われた。また、RFID
を活用したスマートシェルフによる
ダイナミックプライシングの実験で
は商品の賞味期限情報はメーカーの
EPCISレポジトリから取り出された。
　分散型コレオグラフィを採用する
場合には、中央集中型と異なり、ど
のレポジトリに情報を照会すればよ
いのかを記録したリストを持ってお
く必要がある。今後、大規模に分散
型 EPCIS を活用する場合には、参
照したいモノの情報が記録されてい
る EPCIS レポジトリを見つけるた
めの仕組みも必要になる。

Auto-ID Lab. Japan＋GS1 Japan 共催セミナー開催
ー Food and Drug Traceability Initiatives in China/Japan/Korea ー

Auto-ID Lab. Korea, KAIST,
Deayoung Kim 教授

慶應義塾大学 Auto-ID Lab. Japan
佐藤友紀特任教授
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「Medicine Traceability 
System in China」
Auto-ID Lab. China, Fudan 
University, Junyu Wang 教授

　中国における医薬品、ワクチンの
トレーサビリティシステムの概要に
ついて講演いただいた。
　中国では、近年医薬品の卸売業の
数が急増しており、メーカーよりも
多くなっている。これに伴い、医薬
品のリコール発生時の対応が分散し
て回収が漏れてしまう、混入した偽
造医薬品の発見が困難になるなど、
サプライチェーン上で安全面の問題
が生じている。
　こういった問題に対応するため、
中 国 で は NMPA（National Medical 
Product Administration：国 家 薬 品
監督管理局）が 2006 年に医薬品の
トレーサビリティプラットフォーム
を構築した。当初は NMPA が運営も
行っていたが、現在は監視のみ行っ
ており、各企業がトレーサビリティ
データを登録する責任を負っている。
　中国の医薬品トレーサビリティプ
ラットフォームにおいては、DEA
コ ー ド（Drug Electronic Adminis-
tration Code）の設定が必須となっ
ているが、それに加えて GS1 識別
コードや各企業が独自に開発したコ
ードも付けられ、バーコードが表示
されている。
　また、NMPA は国内で流通するワ
クチンのトレーサビリティシステム
も持っており、復旦大学はこのシス
テムのサポートを行っている。こち
らのシステムでは、ロットレベルで
の流通経路だけでなく温度データも
記 録 し て い る。 識 別 コ ー ド は
C-NDC（China National Drug 
Code：国家薬品標識コード）という
11 桁のコードが必須となっている
が、データキャリアによる表示は任
意であるため、C-NDC は主にデー
タベース上でのみ利用されている。
その他 ISO に符号しているコード

（GS1 識別コードを含む）はいずれ
も追加の識別コードとして認められ
ているため、一次元、二次元バーコ
ードや RFID タグなどのデータキャ
リアに書き込んで活用されている。
　このシステムでは小売業用と卸売
業用にそれぞれの中央レポジトリを
持ち、各業種の企業が該当するレポ
ジトリへデータを蓄積する「半中央
集中型（semi-centralized）」のコレ
オグラフィが採用されている。
　現在中国では、リコールが発生し
た場合に政府が対応指示を出してい
るが、こういったトレーサビリティ
システムが整備され活用が進めば、
将来的には企業主導でのリコールが
一般的になるだろう。

「Food Traceability in Japan」
東京海洋大学　小川　美香子教授

　水産物の情報連携のためのシステ
ム CALDAP（Catch And Landing 
Data Platform）について講演いた
だいた。
　CALDAP とは水産物の漁獲・陸
揚げ段階の情報（漁船名、漁獲水域、
漁具・漁法、漁獲量、陸揚げ日、陸
揚げ港など）を漁
船 や 産 地 市 場 荷
受・漁協から流通
先へと提供する情
報 シ ス テ ム で あ
る。このシステム
は 2018 年度水産
庁補助事業「トレ
ーサビリティ導入

実証事業」を活用し、水産物トレー
サビリティ協議会（JAST）によっ
て開発された。CALDAP を利用す
ることで、産地市場の買受事業者は
購入したロットの漁獲・陸揚げ情報
を、必要なときに必要な形式（米国
SIMP（Seafood Import Monitoring 
Program：水産物輸入監視制度）対
応用の CSV、証明書の PDF など）
で受け取ることができる。
　2018 年 8 月には、宮城県の気仙
沼港で陸揚げされるカツオおよびビ
ン ナ ガ マ グ ロ を 対 象 と し た
CALDAP の実証実験が行われた。
この実験には気仙沼漁業協同組合と
複数の買受事業者に参加してもら
い、実際にシステムを利用した上で
の意見、評価、利用効果、顧客の要
望などをヒアリングした。
　今後は、対象とする魚の種類を増
やして多くの漁港に参加してもらう
他、署名済みの「船長による保証陳
述」の PDF ファイルの提供を可能
にすること、また国際的な市場で求
められる漁獲証明書のフォーマット
への対応などが期待されている。

　（アパレル・T&L業界グループ）

共催セミナー会場風景

Auto-ID Lab. China, Fudan University, 
Junyu Wang 教授

東京海洋大学
小川美香子教授
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　2020 年 1 月、GS1 Japan は「GS1 
AIDC（注）標準適合チェックガイド」

（以降、本チェックガイド）をウェ
ブサイトに公開した。本チェックガ
イドは、バーコードに関する GS1

標準の基本情報と、GS1 標準バー
コードの生成や読み取りを行う機
器、ソフトウェアに求められる機能
をチェックリスト形式でまとめたも
のである。
（注）AIDC：バーコードや RFID など自

動認識技術のこと

　特に、バーコード関連機器やソフ
トウェアを製造・販売する企業の皆
さまには、ぜひ活用いただきたい。

さまざまな種類がある GS1 識別
コードと GS1 標準バーコード

　国内では JAN コードや集合包装
用 商 品 コ ー ド と し て も 知 ら れ る
GTIN（商品識別コード）に加えて、
GLN（企業・事業所識別コード）、
SSCC（出荷梱包シリアル番号）、
GRAI（リターナブル資産識別番号）
など、GS1 識別コードには、さま
ざまな対象を識別するコードがある。

　また、バーコードの種類として
は、EAN/UPC シンボル、ITF シン
ボ ル の 他 に GS1-128 シ ン ボ ル、
GS1 データバー、合成シンボル、
GS1 デ ー タ マ ト リ ッ ク ス、GS1 
QR コードがある。
　最も広く普及しているのは EAN/
UPC シンボルであるが、近年、特
に、GTIN に加えて、期限情報（有
効期限や賞味期限、消費期限）、ロ
ット番号、シリアル番号など、商品
に関するより詳細な情報を含めたバ
ーコードの活用への期待が、各業界
で高まってきている。

複雑になるデータとバーコード
の組み合わせ

　さまざまな情報を各種の GS1 標
準バーコードに表示するには、適切
な種類のバーコードを選択し、必要
なデータを GS1 アプリケーション
識別子のルールに従って表すことが
求められる。GS1 アプリケーショ
ン識別子は、2 桁から 4 桁の数字で
表され、情報の種類とそのデータフ
ォーマット（文字数、桁数）、使え
る文字、記号の種類などが規定され
ている。
　この GS1 アプリケーション識別
子に沿ったデータを、各 GS1 標準
バーコードの仕様に従って正しく生
成することが、バーコード生成ソフ
トウェアやプリンタには求められ
る。読み取り機器側には、GS1 標
準バーコードを適切に処理してデー
タを取り込む機能が必要になる。
　このように、JAN シンボル、ITF
シンボルに比べて扱うデータが増え
ること、またバーコードの種類も複
数あり、仕様の決まりごとなど留意
点もあることから、正しい GS1 標
準バーコード表示、読み取りに求め

られる要件は複雑になってくる。最
近では、誤ったバーコード表示、読
み取りに問題があるなどの問い合わ
せや、うまくバーコード表示ができ
ないといった相談が増えてきている。
　こうしたことを背景に、ユーザー
のシステムを支える AIDC システム
企業が、各社製品に GS1 標準への
対応機能を実装いただくための補助
ツールとしてチェックガイドを作成
した。

チェックガイドの概要

　チェックガイドは大きく分けて二
つのパートから構成されている。前
半には、GS1 識別コードや GS1 ア
プリケーション識別子、各 GS1 標
準バーコードの概要、目視可能文字

（HRI）、重要な制御記号 FNC1、バ
ーコードのサイズ、トランケーショ
ンなど、GS1 標準バーコードに関
連する重要な情報と留意点をまとめ
ている。
　後半は、GS1 標準バーコードを
生成、読み取りする機器、ソフトウ
ェアに求められる機能を、自社製品
が備えているかどうかを確認するこ
とができるチェックリストになって
いる。もちろん、実際の製品開発に
当たっては、各バーコードの JIS 規
格や ISO 規格などを基にする必要
がある。チェックリストは GS1 標
準バーコードへの対応を行う上で、
備えておくべきポイントが整理され
ているものである。
　チェック項目は、必須項目と任意
項目に分かれている。必須項目は、
GS1 標準に対応する上で備えてお
いてほしい最低限の機能である。任
意 項 目 は、 備 わ っ て い な く と も
GS1 標準バーコードに対応はでき
るものの、ユーザーが正しい GS1

バーコード関連機器向けの標準チェックツール公開
ー GTIN+αの情報活用を支える GS1 AIDC 標準適合チェックガイド ー

チェックガイド表紙
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標準バーコードを作成、読み取りす
る上で、備えていることが望まし
い、親切な機能である。任意項目を
満たしている製品は、GS1 標準を
外れたバーコードを作成できないよ
うになっていたり、警告を発してく
れたりするなどの機能がより多く備
わっていると言うことができる。
　チェックリストの対象は、「バー
コード生成ソフト」「バーコード専
用プリンタ」「バーコードスキャナ」

「バーコードその他読み取りソフト」
の四つである。この自動認識機器の
種類ごとにチェックリストが分かれ
ている。さらに各バーコードシンボ
ルの種類別にも整理されている。

「バーコードその他読み取りソフト」
は、バーコードを読み取って特定分
野向け GS1 アプリケーション識別
子の組み合わせをチェックする機能
をもつようなアプリケーションソフ
トを想定している。
　GS1 標準バーコード関連システ
ムに対応する各社におかれては、自
社製品の点検を兼ねて、ぜひこのチ
ェックガイドを活用いただきたい。
下記 URL から無料でダウンロード
可能である。
https://www.dsri.jp/standard/gs1/
index.html#gs1guide

チェックリストはユーザーの 
製品選択の参考情報にも

　さらに GS1 Japan では、このチ
ェックリストをユーザーがバーコー
ド関連製品を選定する際に、GS1

標準バーコードの生成しやすさやデ
ータ処理のしやすさを確認できる参
考情報としての活用のための準備も
進めている。
　機器・ソフトウェアメーカー各社
でチェックリストに基づいて GS1

標準への自己適合宣言を行い、その
製品リストを GS1 Japan ウェブサ
イトに公開する予定である。自己適
合宣言をウェブサイトに公開する対
象は、GS1 Japan パートナー会員

企業である。
　現在、チェックリストのチェック
の仕方や自己適合宣言の提出方法な
どに関する説明会を準備中である。

国内で始まる GTIN ＋αの情報
活用

　国内では、医療用医薬品、医療機
器といったヘルスケア分野では以前
から、ロット番号や有効期限などの
バーコード表示が進められている。
また、食品原材料の分野でも詳細な
情報活用が始まりつつある他、最近
では特に、段ボールケースなど、一
般消費財の集合包装単位にも、日付
情報などを入れたバーコード表示へ
の要望、期待が高まってきている。
①食品原材料分野
　人手不足対応を含めた物流の効率
化が求められる一方で、食の安全・
安心への意識の高まりとともに日付
やロットごとの原材料管理や記録へ
のニーズが増している。食品原材料
の在庫管理にもバーコード活用への
期 待 が 高 ま っ て い る こ と か ら、
GS1 Japan では、2017 年に「原材
料識別のためのバーコードガイドラ
イン」を発行している。
　バーコードに表示するデータ項目
は、GTIN、製造日、賞味期限（ま
たは消費期限）、ロット番号の四つ

である。不定貫商品（荷姿ごとの重
さやサイズが一定でなく、重量や長
さの単位当たり価格によって取引す
るようなもの）には、この 4 項目
に重量・量目・寸法を表すデータ項
目が加わる。規模の大小にかかわら
ずどのような企業でも情報を出すこ
とが可能な内容を念頭に、原材料の
入出荷管理やトレーサビリティに必
要な最低限のデータ項目に絞りこん
でいる。
　バーコードは、GS1 QR コード
と GS1-128 シンボルの二つを推奨
している。現時点で海外を含めて広
く流通させられるのは、一次元シン
ボルである GS1-128 シンボルであ
るが、表示面積が小さく、誤り訂正
機能も備えている二次元シンボルへ
の期待は高まりつつある。また、国
内企業からの強い要望もあり、特に
国内企業間での利用は、GS1 QR
コードが中心になっていく見込みで
ある。
②一般消費財の集合包装（ケース単

位）
　一般消費財の流通においては、
GTIN に加えて賞味期限、消費期限
情報が重要な管理項目となってい
る。卸売業においては、入荷時に

「納品期限内であること」や「前回
の納品よりも古くないこと」の確認
が行われている。
　多くの場合、段ボールケースに表
示された文字情報を目で確認し、ハ
ンディスキャナなどに入力すること
によってシステムに取り込んでい
る。ただし、見間違い、入力ミスな
どが生じるリスクがある他、人手不
足が急速に進む中で、システムや
IT 技術を活用した解決方法が望ま
れている。「原材料識別のためのバ
ーコードガイドライン」をベース
に、ガイドラインを策定中である。
こちらも表示面積の小さい二次元シ
ンボル（GS1 QR コード）への期
待が大きくなっている。

（ソリューション第1部）

チェックリストサンプル
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日本の GS1 バーコードの導入

　近年、医療分野での GS1 標準の
バーコード（以下、GS1バーコード）
の活用が急速に進んでいる。
　日本では、医療安全の向上や物流
の効率化などを目的として、2006
年に医療用医薬品、2008 年に医療
機器等に対する GS1 バーコードの
表示に関する厚生労働省課長通知が
発出され、その表示が推奨されてき
た。
　当該通知で規定された、医療用医
薬品へのバーコード表示項目は図
1、医療機器等は図 2 に示すとおり
であるが、医療機器等については、
これ以外のデータをバーコードで表
示することが否定されていない。一
方、医療用医薬品については図 1

以外のデータ項目をバーコードで表
示することは不可とされている。医
療機器等については、表示側、すな
わちメーカー側の裁量があるが、医
療用医薬品については厳密なルール
が規定されている点に注意が必要で
ある。
　GS1 バーコード表示に関する厚
生労働省通知の発出以降、徐々にバ
ーコードの表示率は向上し、医療用
医薬品については 100％、医療機器
等についても 100％に近い数字とな
っている。こうした中 GS1 バーコ
ードを、医療製品の特定、識別に活
用する医療機関が増加し、GS1 バ
ーコードの表示はますます重要とな
ってきている。こうした状況を踏ま
え、バーコードを医療製品トレーサ
ビリティ確保の一つの手段として明

確にすべく、2019 年改正薬機法の
中に、バーコードの表示義務化が組
み込まれた。この改正については、
公布後 3 年以内の施行が予定され
ており、今後、各種詳細規程が定め
られていくものと考えられる。バー
コードの表示者側は、通知に基づく
表示ではなく、法律に基づく表示と
なるため、バーコード表示の正確性
にはこれまで以上に注意を払ってい
く必要がある。

医療材料バーコード表示・デー
タ項目調査

　前述のとおり、GS1 バーコード
の表示は法律に基づく措置となる
が、医療機器等については、メーカ
ー側に表示内容の裁量があり、実際
に販売される医療機器等に、どの種
類のバーコードを使用して、どのよ
うなデータが表示されているのか、
具体的な調査は過去に行われていな
かった。
　そこで、GS1 Japan は 2019 年 7
月に㈱エフエスユニマネジメントの
協力を得て、岩手県立中央病院にて
調査を実施した。当該病院に在庫さ
れている 2679 点の個装（最小パッ
ケージ）、中箱（個装の上位パッケ
ージ）を対象とし、表示されている
全 て の バ ー コ ー ド を 読 み 取 り、
GS1 バーコードの表示率、GS1 バ
ーコードの種類、バーコードで表示
さ れ た デ ー タ 項 目、 さ ら に は、
GS1 の規格に合っているかどうか
の分析を行った。
　結果としては、GS1 バーコード
の表示率は個装と中箱で違いがある
ことが分かった。
　個装は、クラス 4（ハイリスク）
の物品、償還可能物品の表示率がと
もに 98％であった一方、クラス 1、

医療分野　バーコード表示法制化へ
ー 活用が進む GS1 標準のバーコード ー

図 1　医療用医薬品の GS1 バーコード表示データ項目

図 2　医療機器等の GS1 バーコード表示データ項目
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非償還物品については、約 60％と
表示率が低かった。また、中箱につ
いては、クラス、償還の可否に関わ
らず、バーコード表示率が 90％を
超えるものが多かった。
　また、GS1 の規格に合致してい
るかどうかについては、残念ながら
誤ったバーコードも存在した。例え
ば、GS1-128 シンボルと CODE128
は異なるバーコードであるが、誤っ
て CODE128 で表示している事例
が見受けられた。加えては、モノの
正確な識別のために一物一コードと
するのが原則であるが、一つの商品
に二つ以上の GTIN が表示されてい
るものがあった。加えて、二つ以上
の有効期限、ロット番号が表示され
ているような物品もあり、医療安全
に悪影響を与えかねずこのような表
示は、絶対に行ってはならない。
　本調査の報告書は GS1 ヘルスケ
アジャパン協議会 HP に公開してい
るため、詳細については、HP を参
照されたい。
https://www.dsri.jp/gshealth/dis-
closure/gs1_healthcare_casestudy.
html

海外の GS1 バーコードの導入

　海外でも、GS1 バーコードの活
用は進んでいる。
　医療用医薬品については、偽造医
薬 品 を 市 場 か ら 排 除 す る た め、
GS1 データマトリックスでのシリ
アル番号表示を義務化し、患者処方
前にシリアル番号認証を実施する仕
組みが、多くの国・地域で取り入れ
られている。欧州では 2019 年 2 月
から一部の国を除いで認証がスター
トしている。
　また、医療機器についても、確実
な物品識別、リコールへの迅速な対
応などのため、GS1 をはじめとす
る国際標準のバーコード表示と、機
器基本情報のナショナルデータベー
ス登録が進んでいる。米国は 2013
年 に UDI（Unique Device Identifi-

cation：医療機器固有識別）規則が
成立し、その後、徐々にバーコード
表示対象が拡大されてきた。2020
年 9 月にはクラスⅠ医療機器も対
象となり、ほぼ全ての物品にバーコ
ードが付けられる見込みである。

日本の事例　海外発信

　このように、国内外で GS1 バー
コード表示が順次進んでおり、表示
されたバーコードを医療機関でどの
ように使うのかが、世界的な課題と
なっている。
　GS1 本部は、医療機関における
GS1 バーコードの活用事例、活用
方法について、定期的にウェブセミ
ナーを実施しているが、2020 年 1
月、東海大学医学部付属病院（以下、
東海大学病院）澤田真如先生にセミ
ナー講師を担当していただき、日本
の事例を発表していただいた。
　東海大学病院では、手術で使用さ
れた医療材料の GS1-128 シンボル
を手術室内で読み取り、どの患者
に、どのロット番号の、何が使用さ
れたのかバーコードを読み取り、記
録している（写真）。さらに、バー
コードから読みとられた情報は、電

子カルテシステムから医事会計シス
テムに自動的に送信され、正確かつ
迅速な医事会計にも役立てられてい
る。
　血液製剤も投与前にバーコードを
読み取ることで、正しい患者に正し
い製品を投与することをシステム的
に担保している。
　今回行われたセミナーは、北南

米、アフリカ、欧州、アジア各地か
ら聴講登録があり、GS1 本部主催
のウェブセミナー過去最高の聴講者
数を記録した。
　海外では、在庫管理によるコスト
削減が、GS1 バーコード導入の主
な契機となることが多いため、東海
大学病院の、正しい情報を記録し患
者安全に役立てるという、医療安全
をメインとした取り組みは海外に驚
きを与えた。
　また、欧州では血液製剤に GS1

バーコードが貼付されていないため
（GS1 ではないコード体系のバーコ
ードが表示されている）、他の医療
材料と同じく GS1 バーコードで血
液製剤を管理することができること
にも、関心が集まった。
　ウェブセミナー後、質疑応答も活
発に行われ、医療材料の GTIN 変更
をどのように把握すればよいか、シ
ステム連携は簡単にできたのか、日
本のトレーサビリティ政策は今後ど
のようになるのかなどについて質問
が寄せられ、澤田先生の医者であり
かつ IT にも精通した立場から回答
がなされた。
　澤田先生の発表内容は GS1 本部

の HP にて確認
することができ
る。また、日本
からは過去、福
井大学医学部 笠
松眞吾先生、京
都第二赤十字病
院 田中聖人先生
も講師を担当さ
れている。この

他、過去に行われた世界各国の医療
機関からの発表も掲載されているた
め、ぜひご覧いただきたい。
https://www.gs1.org/industries/
healthcare/hpac/webinars

（ヘルスケア業界グループ）

写真　東海大学病院手術室の様子
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　GS1 本部では、GS1 標準が広く
普及するように、建設業界を重要業
界の一つに位置付け、テクニカル・
インダストリというワーキング・グ
ループを立ち上げ、建設業界との関
係強化に力を注いでいる。その結
果、2018 年 10 月には、建設業に
おけるデジタルデータに関する標準
化推進団体である buildingSMART
と MOU（Memorandum of Under-
standing）を結ぶことができた。
　この MOU では、建設部材の発注
から納品までのバリューチェーン
や、建設部材が生産され消費される
までのライフサイクルにおいて、
GS1 コードが識別コードとして使
われることを意識できるように、互
いの標準を相互に補完していく方向
性が盛り込まれている。

建設業界と IT システム

　建設業界は、今日のソフトウェア
管理手法の根源になっている PART
手法やクリティカル・パス・トレー
スなどのソフトウェアを数多く生み
出してきた業界である。その建設業
界が近年、建設の各プロセスをソフ
トウェアの中で一貫して行うように
するため、設計、構造分析、搬入搬
出手順、工期計画、建設、メンテナ
ンス、解体など多くの工程をソフト
ウェアで一貫管理する方法を進めて
いる。そのために多くのリソースを
かけてソフトウェアおよびそのイン
タフェイス統合に力を注いでいる。
　また最近では、LIDAR と呼ばれ
る建設対象の周囲や内部を計測し
て、3D 地図を作成する機器を小型
化することができるようになり、多
くの建設現場で、その利用が検討さ
れている。このような機器を用いる
と、建物内部の床や天井や窓までの

距離をミリ単位で測定でき、建物全
体を 3D モデルとしてソフトウェア
上で再現できるようになる。単に三
次元モデルとして再現するだけでな
く、非常口や消火設備などの安全設
備の設置位置もソフトウェア上で表
示、確認することが可能である。
　こういった建設関係のイノベーシ
ョンの下、建設が終わった後のビル
のメンテナンスにも GS1 コードが
使えないかという考えが生じてい
る。つまり GS1 コードを新鋭の建
設業界のソフトウェアに組み込めな
いかという動きである。もし GS1

コードを組み込めば、建設施工者が
建設部材を発注する場合において
も、部材を間違いなく発注でき、さ
らに、どこに部材が使われているか
が明確になる。その結果、部材が壊
れた場合でも、即座に再発注できる
メリットが生じるのである。
　設計、構造分析、搬入搬出手順、
工期計画、建設、メンテナンス、解
体など、さまざまな工程において、
GS1 コ ー ド の 利 用 が 見 込 ま れ、
GS1 コードを使うことで、建設部
材を間違いなく発注でき、さらにサ
プライチェーンでのトレースの中で
使用すれば部材の可視化につなが
り、工期の短縮になる。工期が短縮
化されれば、当然全体コストの削減
になる。

GS1 側からのエンゲージメント

　GS1 では、こういった建設業界
の要件を受けて、建設業界のキーパ
ーソンとのエンゲージメントに力を
入れてきた。例えば、2019 年 10
月に香港で開かれた Asia Pacific 地
域会議（以下、AP 会議）においても、
建設、鉄道、防衛、エネルギー、鉱
工業界などで GS1 標準を活用する

動きがあることが紹介されている。
ここでは、AP 会議で紹介された建
設業界における動きについて説明す
る。
　AP 会議では、GS1 オーストラリ
アの Marcel 氏が、GS1 のテクニカ
ル・インダストリの一環として建設
業界に対する活動を報告している。
Marcel 氏のプレゼンでは、建設業
界の中でも特に、住宅、コマーシャ
ル（学校、病院）、インフラ（鉄道）
などの建設が重要で、こういった施
設に対して力を入れているとのこと
である。なぜなら同じ建設業界にお
いても、対象によってデジタル化の
進み具合に差があり、特に病院など
の場合、建設部材としてのパイプが
廃液と化学反応して有害物質にな
り、場合によっては、それらの有害
物質が漏れることに注意しなければ
ならないからである。
　また、Marcel 氏は、エンゲージ
メントが進んでいるノルウェーにお
ける活動を紹介し、なぜ、北欧にお
いて GS1 コードが建設業界で重要
視されているか述べた。それによる
と、ノルウェーにおける建設企業の
企業数の分布は典型的なピラミッド
型であり、大企業はかなり少なく、
中小企業が過半数を占めており、そ
のうち 5 人以下の小企業が、全体
の 85% を占めている。従って、一
つの建設工事において、現場から多
くの部材を別々の会社へ大量発注を
しなくてはならず、この煩雑さが工
期遅延につながっているとのことが
指摘されていた。
　そこで、GS1 としては、建設現
場での効率化には、GS1 コードが
必要であり、特に SSCC（出荷梱包
シリアル番号）や GLN、GTIN を使
うと工期短縮に極めて有効であるこ

建設業界での GS1 標準の活用
ー GS1 と buildingSMART International（bSI）の動き ー
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とを説明している。GS1 コードを
建設部材などに付番することによ
り、より正確な発注ができるからで
ある。その結果、ノルウェーを中心
とする北欧で GS1 コードの有効性
が認められ前述の MOU の締結につ
ながった。
　さらに Marcel 氏は、建設で使う
壁一つにおいても多くの材料が使わ
れていることを例に出し、単純な
GTIN の利用にとどまらないチャレ
ンジが必要であることも説明してい
るが、GS1 コードが普及すれば、
建設現場での部材の受け入れがスム
ーズになると述べている（図）。

BIM での GS1 標準の活用

　先のノルウェーの例で紹介したよ
うに、ヨーロッパの建設業界を中心
に、IT システムで扱う大量のデー
タの相互活用と標準化が進められて
いる。納品管理、工期管理など多く
のソフトウェア・システムの相互接
続、データの共有化ができれば、工
期短縮につながる。その手法の一つ
に BIM（Building Information Mod-
eling）という手法がある。

　BIM を使うと、企画・設計段階
から施工時・完成後までのライフサ
イクルを一貫して管理できる。これ
まで設計や施工の段階においてさま
ざまな個別のソフトウェアで分断さ
れていた情報が BIM によって統合
され、情報共有が可能となるからで
ある。この BIM モデルを推進する
国際標準化団体が、buildingSMART 
International（bSI） で あ り、 日 本
では、鹿島建設がリードしている。

buildingSMART Summit

　bSI は、いままで各国持ち回りで
標準化に関わるサミットを開催して
きた。2019 年下期の会議は、中国・
北京で開催され、各国の BIM の関係
者が集まった。日本からも約 30 名
が出席している。ちなみに、鹿島建
設の遠藤 賢氏が、この中のワーキン
グ・グループの一つである bSI 施工
分科会のチェアマンを務めている。
　遠藤氏によると、今回中国で開か
れたサミットの施工分科会では、
BIM を活用した「数量積算」「建設
ロジスティク管理」「施工進捗管理」
を中心に、事例やソリューションの

発表が行われたそうである。特にロ
ジスティク管理においては、商品管
理に利用されている GS1 コードの
建設サプライチェーンに適応するコ
ンセプトが紹介され、bSI と GS1

の MOU 締結もあり、新たなソリュ
ーションとして注目を浴びたとのこ
とであった。

まとめ

　現在 GS1 Japan に対しても建設
業界からの問い合わせが増えてい
る。特に建設現場に置かれた建設部
材の建設現場でのロケーション管理
が大変であるという話を耳にする。
こういった状況の中、GS1 本部、
ならびに GS1 Japan として建設業
界とのつながりが、新たな業界での
GS1 コードの普及・促進につなが
ると感じている。

（ソリューション第2部　真間）

図　建設現場で使われる GS1 コード
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　2019 年 11 月 14 日、明治記念館
（東京・港区）において、『オムニチ
ャネル環境の業務革新 2019』セミ
ナーを開催した。本セミナーは、日
本小売業協会、（一社）全国スーパ
ーマーケット協会、日本チェーンド
ラッグストア協会、（一社）モバイ
ル・コンテンツ・フォーラム、モバ
イルコンピューティング推進コンソ
ーシアム、（一社）日本自動認識シ
ステム協会、日本ダイレクトマーケ
ティング学会（順不同）といった多
くの組織のご後援をいただいて開催
した。

通信販売における既存顧客の離
脱防止と物流の重要性

　基調講演は、㈱未来館取締役社長
である西野博道氏から「ロケットマ
ーケティングを支えるやずやの基幹
システムの全容」というテーマで講
演いただいた。
　㈱やずやは、九州の福岡市に本社
を置く食品および健康補助食品の通
信販売事業者である。未来館は、
2004 年、やずやのグループ企業と
して設立された。西野氏は「やずや
の全てを知る男」といわれている。
冒頭で西野氏は、通信販売業界で年
商 100 億円の会社をつくるために
は、1 年間に 2 万円分の商品を買っ
ていただける顧客が 50 万人残って
いる状態をつくることであると述べ
た。この年商 100 億円を維持する
には、継続的な広告料の投入と、し
っかり顧客をフォローし関係を強め
なければならない。一方、既存顧客
の離脱を防止するためには、初回顧
客の離脱防止、2 回目以降の稼働顧
客の離脱防止、非稼働顧客の復活の
3 点が重要である。同社では、顧客
離脱を防止する手段として CRM 基

幹システムと「顧客分析診断システ
ム MIRAI」を開発し、やずやのノウ
ハウをお裾分けする気持ちで、他の
通販会社にも利用できる CRM シス
テムを提供している。
　2 番目の講演では、㈱リンクス代
表取締役社長の小橋重信氏から「物
流の未来―攻めの物流・守りの物流
―」というテーマで、アパレル業界
の物流について講演いただいた。
　小橋氏は、アパレル会社のブラン
ド事業を皮切りに、㈱ OTS で、EC
物流、新規事業を経て、物流コンサ
ルティング会社リンクスを立ち上げ
て現在に至る。小橋氏は、物流は単
なるコスト部門ではなく、収益部門
であるので、企業の価値を高めるも
のであり、売上、原価に次ぐ第 3
の収益源であると述べた。物流の効
率化を図るには、サプライチェーン
全体の見直しが必要と強調した。こ
れからの物流は、守りの物流から攻
めの物流にシフトすることが重要で
ある。テクノロジーの進化によっ
て、短期的な視点に立つ「商物分離」
から長期視点に立つ「商物融合」に
考え方を変える必要がある。小橋氏
は、このテクノロジー進化のカギは

「標準化」と強調した。
　最後の講演で、TDN インターナ
ショナル㈱代表取締役会長渡辺吉明
氏から「GS1 標準を利用した製品
リコールの対応―流通小売りへの影
響とソリューション―」というテー
マで講演いただいた。渡辺氏は、
GS1 QR を利用したリコールのリ
スク対応の仕組み、scodt（すこど
っと）を 2014 年より提供してい
る。この仕組みでは、メーカー、商
品情報、実使用者で、製品安全情報
の共有と、トレーサビリティを実現
できる。渡辺氏は製品リコールに関

する研究を、産学連携研究でも進め
たいと述べた。

E コマースでも GS1 標準

　GS1 では、E コマースを GS1 標
準の重点業界として位置付けてお
り、Amazon、Google、eBay、Ali-
baba といった有力企業をはじめ、
各国の E コマース事業者に、GTIN
の利用を働きかけてきた。国内で
も、楽天が GTIN を利用している。
　物流業務でも、GS1 標準を活用
した業務効率化が進められている。
フランスやポーランドで、共同利用
型物流センターと GS1 標準による
出荷梱包シリアル番号 SSCC（Serial 
Shipping Container Code）の導入
を進めている。

GS1 標準は海外進出のツール

　GS1 標準は海外進出の重要なツ
ールである。関係者に GS1 標準の
必要性を知っていただくために、同
様なセミナーを継続的に開催し、
GS1標準の普及を進めてゆきたい。

（新規事業グループ　市原）

オムニチャネル環境の業務革新 2019 セミナー報告
ー 世界のネット販売で利用拡大する GS1 標準 ー

㈱リンクス・小橋氏

㈱未来館・西野氏
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　このたび、当財団の通称を「流開
センター」から「G

ジーエスワン
S1 J

ジャパン
apan」に変

更したことに伴い、当財団の広報紙
の名称を今号より「流開センターニ
ュース」から「GS1 Japan News」
に変更することになりました。
　今回の名称変更に当たり、当財団
と本紙のこれまでの歩みについて
少々、紹介させていただきたいと存
じます。

本紙のこれまでの歩み

　本紙は 1982 年に発刊された「コ
ードセンターニュース」を起源とし
ております。コードセンターニュー
スは当財団の研究活動や普及活動に
ついて関係する皆さまにお伝えする
ことを目途として発刊されました。
　当財団は、1978 年、現在の GS1

の前身となります流通情報標準化機
関の EAN に加盟し、JAN コードの
研究や管理をスタートしました。ち
ょうどこの時期は、小売業界におい
て POS システムの利用ニーズが急
速に高まったころでした。今後、
POS システムを効率的に利用して
いくためには、JAN コードの普及
が不可欠とされてきた時期でもあり
ました。本紙の名称をコードセンタ
ーニュースとしていたのは、当財団
で JAN コードの研究や管理をして
いる部門名が流通コードセンターで
したので、そのような名称で広報紙
を発行してきました。
　その後、EAN は国際 EAN 協会に
なり、2005 年には、米国の流通情
報標準化機関である UCC と合併
し、「GS1」という新しい国際標準
化機関が設立されました。
　これに伴い、当財団も組織変更を
行い、これまで JAN コードの管理、
研究、普及を行っていた部門名の

「流通コードセンター」を廃止した
ことから、「コードセンターニュー
ス」もその時点での当財団の通称を
生かした「流開センターニュース」
に名称を変更いたしました。

「GS1 Japan News」へ

　そして、今回（2020 年 3 月）、
本紙の名称を「流開センターニュー
ス」から「GS1 Japan News」に再
度変更することになりました。
　近年、GS1 標準は流通業のみな
らず、物流業や医薬品、医療機器産
業、さらには各種機械産業などにも
利用され始めているにもかかわら
ず、わが国における GS1 の知名度
は必ずしも高いとはいえません。今
後、GS1 標準を一層広範な産業分
野における業務の効率化に役立てて
いく上では GS1 というブランドを
広く訴えていくことが望ましいと判
断し、当財団の通称も「流開センタ
ー」から「GS1 Japan」とするこ
ととしました。

　従いまして、2020 年 3 月、広報
紙としての本紙の名称も「流開セン
ターニュース」から「GS1 Japan 
News」に変更することになったわ
けです。
　なお、「GS1 Japan News」はこ
れまでの「流開センターニュース」
と同様、当センターの活動内容を 2
ヵ月ごとに報告する媒体であり、ま
た、取り扱う内容も当財団が担当し
ているプロジェクト全般を紹介する
ものとし、従来の流開センターニュ
ースとは内容の変更はございません。
　また、本紙を当財団のホームペー
ジに、発刊した 2 週間後に掲載す
ることも継続してまいります。
　今 回、 新 し い 名 称 に 変 更 し た

「GS1 Japan News」ですが、当財
団の活動内容を可能な限りタイムリ
ーで分かりやすくお伝えしていく所
存ですので、今後とも継続してご愛
読のほど、よろしくお願い申し上げ
ます。

（広報室）

「G
ジーエスワン

S1 J
ジ ャ パ ン

apan News」への名称変更に当たって

新住所：〒 107-0062 東京都港区南青山 1-1-1    新青山ビル東館9階
（地下鉄銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山一丁目駅」南青山方面改札より徒歩 1 分）

電　話：03-5414-8500（代表）※電話番号に変更はありません

〜2020年 2月 25日にオフィスを下記に移転しました〜
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